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令和6年度介護報酬改定に関する
留意事項及びその他連絡事項

島根県健康福祉部高齢者福祉課

令和６年度 集団指導
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令和6年度介護報酬改定に関する
留意事項
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協力医療機関に関する届出書

以下の施設系サービスについて、
1年に1回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状の急変等が
生じた場合等の対応を確認するとともに、
当該協力医療機関の名称等について、指定権者に届け出ることが
義務付けられました。

【対象施設】
・介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）
・介護老人保健施設
・介護医療院
・（介護予防）特定施設入居者生活介護
・養護老人ホーム
・軽費老人ホーム
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協力医療機関に関する届出書

対象の施設は年度ごと（毎年度3月末まで）
に必ず、「協力医療機関に関する届出書」を
県に提出してください。

【留意点】
人員、設備及び運営の基準に定める要件を

満たす協力医療機関との連携に係る義務付けは、
令和９年３月31日まで経過措置が設けられて
いますが、届出に関しては経過措置期間は
ありませんので、年度ごとに必ず提出ください。

経過措置期間中、要件を満たす協力医療機関を
定めていない場合でも、届出は必要です。
その場合は、届出書の赤枠欄に記載してください。
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生産性向上のための取り組み

以下のサービス種別について、
介護現場における生産性の向上に資する取組の促進を図るため、
利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に
資する方策を検討するための委員会（以下、委員会）の設置が
義務付けられました。

【対象サービス】
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・介護医療院
・（介護予防）特定施設入居者生活介護
・短期入所生活介護



6

生産性向上のための取り組み

委員会の設置については、3年間の経過措置期間が設けられており、
令和９年３月31日までは努力義務とされています。

しかしながら、生産性向上推進体制加算の算定や
特定施設入居者生活介護における人員配置基準の特例的な柔軟化を
適用するにあたっては、委員会の開催が必須となっています。

厚生労働省
介護分野における生産性向上ポータルサイト

https://www.mhlw.go.jp/kaigoseisansei/

https://www.mhlw.go.jp/kaigoseisansei/
https://www.mhlw.go.jp/kaigoseisansei/
https://www.mhlw.go.jp/kaigoseisansei/


7

科学的介護情報システム(LIFE)フィードバック開始

科学的介護情報システム（以下、LIFE）関連の各加算の要件に、
「必要な情報を活用」することが定められています。

LIFEにおいて、フィードバックの見直しが行われ、
令和6年度報酬改定に対応したフィードバック提供が開始されました。

フィードバック及び利用者フィードバックの情報を活用し、
「PDCAサイクル」で継続的にケアの見直しを行うことで、
質の向上に努めてください。

※PDCAサイクル：計画(Plan)、実行(Do)、評価(Check)、改善(Action)を
繰り返すこと
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出典：科学的介護情報システム（LIFE）第1回説明会資料「説明Ⅰ 科学的介護およびLIFEについて」

科学的介護情報システム(LIFE)フィードバック開始

＜参考＞



9

出典：科学的介護情報システム（LIFE）第1回説明会資料「説明Ⅰ 科学的介護およびLIFEについて」

科学的介護情報システム(LIFE)フィードバック開始

＜参考＞
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科学的介護情報システム(LIFE)フィードバック開始

LIFEへの情報提出や、フィードバック情報の活用にあたっては、
『ケアの質の向上に向けた科学的介護情報システム(LIFE) 利活用の

手引き -令和6年度介護報酬改定対応版-』（以下、手引き）や、
令和６年９月12日に開催された第1回説明会（介護施設・事業所向け）
資料等を参考にしてください。

手引きや第1回説明会の資料等は、厚生労働省ホームページから
ダウンロードすることができます。

厚生労働省ホームページ 科学的介護情報システム（LIFE）

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00037.html
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その他連絡事項
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（公財）介護労働安定センターからのお知らせ

公益財団法人介護労働安定センターは、厚生労働大臣の指定法人で
「介護労働に係る総合支援機関」として、「雇用管理改善支援」・
「能力開発支援」など、介護分野全般に関する支援事業を行っている
機関です。

雇用管理に関する相談 教育・研修にかかる相談
健康管理や

メンタルヘルス等の相談
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（公財）介護労働安定センターからのお知らせ

詳細は、別紙の案内チラシを参照ください。
事業の詳しい内容に関するお問い合わせは、
以下の連絡先へ電話又はメールでお願いします。

公益財団法人 介護労働安定センター
島根支部

TEL：0852-25-8302
FAX：0852-25-8303
E-Mail：shimane@kaigo center.or.jp


